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調布市基本計画の修正方針  

 

 こ の 方 針は ，調布市基本計画（平成２ ５ 年度～平成３０年度）を時 点 修 正

するため，基本的な事項を定めるもの で あ る 。  

 

１  計 画 の 時 点 修 正 の 必 要 性 と 背 景  

  調 布 市 で は ，「 み ん な が 笑顔 で つ な が る ・ぬ く も り と 輝 き のま ち 調 布 」

をまちの将来像に掲げ た 調布市基本構想（平成２４年６月議決）に即して，

そ の 基 本 方 針 を 具 現 化 す る た め の 基 本 的 な 施 策 の 体 系 や 各 施 策 に お け る

主 要 な 事 業 の 概 要 を 一 体 的 に 示 す 調 布 市 基 本 計 画 （ 平 成 ２ ５ 年 度 ～ 平 成  

３ ０ 年 度 ）を 策 定 し ， 計 画 的な ま ち づ く り を 推進 し て い る 。   

調 布 市 基 本 計 画 は ， 前 期 ６ 年 ， 後 期 ４ 年 を 計 画 期 間 と し て い る が ， 市 長

任 期 と の 連 動 性 を 考 慮 し ， 平 成 ２ ６ 年 度 に 必 要 な 見 直 し を 行 い ， 以 後， ４

年間の計画期間でローリング す る こ と と し て いる 。  

  こうした 考 え 方 の 下 ，現行の 基本計画の基本的な枠組みを引き継ぎつつ，

計画策定後の市政を取り巻く社会経済状況の変化や 制度改正，各施策・事

業の取組状況，新たな行政課題へ の 対 応 を 図 るた め ，基 本 計画の時点修正

を 行 う 。  

 

２  基 本 計 画 の 時 点 修 正 の 前 提  

 (1 )  人 口  

   平成 2５年度に実施した 将 来 人 口 推 計 を基本とする。ただし，実人口

の今後の推移を踏 まえ必要に応じて見直しを行うものとする。  

 (2 )  土 地 利 用  

   調布市都市計画マスタープラン（平成 10 年 6 月策定・平成 19 年 1

月一部改訂），調布市地域別街づくり方針（平成 22 年 3 月策定）によ

る将来都市構造や土地利用構想を踏まえることとする。 た だ し ，平 成  

２ ６ 年 度 に 改 定 を 予 定 し て い る 調 布 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 検 討

状況を踏まえ， 整合性を確保するもの と す る 。  

 (3 )  財 政  

   計画期間の 財政フレームは，限られた財源の中 ，今 後 の 市 税 収 入 の 見

通しや消費税 率 引 上 げ の影響，基本計画事業の取組状況 ，新たな財政需

要等を踏まえ，時 点修正を行い，財 政の健全性を維持していくものとす

る 。   
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３  計 画 の 期 間 ・ 構 成  

 (1 )  計 画 の 期 間  

   平成２７年度から平成３０年度までの４年間を計画期間 （図１参照）

として，基本構想を具現化するための基本的な施策を体系的に示すとと

もに，各施策分野においては，主要な事業として，基本計画事業を一体

的に示すものとして策定する。  

【 図 １  計画期間のイメージ】  

 

 

 

 

(2 )  計 画 の 構 成  

現行の基本計画 の ５編（総論・重点プロジェクト・分野別計画・行革

プラン・地域別計画）を基本とする構成 とし，各章の内容は，各施策・

事業の取組状況や各施策を取り巻く環境の変化，新たな課題へ の対応等

を踏まえ，適宜見直しを行う。  

 (3 )  主な時点修 正の範囲と 考え方  

   各項目において，限 ら れ た 経 営 資 源 を 最大 限 活 用 し，最 少 の 経 費 で 最

大 の 効 果 を挙 げ る と い う 考 えの 下 ，市 政 を 取り巻く環境の変化や新たな

行政課題を踏まえ， 以下のとおり 時点修正を行う。  

  ア  総 論  

計画策定後の市政を取り巻く環境の変化や新たな行 政課題など，計

画の修正に当たっての主な視点を整理する。   

  イ  分野別計 画・重点プ ロジェ クト  

施策体系は，基本構想に示した８つの基本目標に沿った３１施策を

基本とし，各施策に位置付ける基本的取組や基本計画事業は，財 政 フ

レ ー ム と の整 合 性 を 確 保 す る中 で ，各取組の状況や新たな課題への対

応等に応じた時点修正を行う。   

重点プロジェクトは，今後の調布市のまちづくりを展望し，現行の

４つの視点をベースに，直近の市民ニーズや新たな課題への対応等を

踏まえ，必要な見直しを行う。  

まちづくり指標は，社会状況や事業の達成状況等を勘案し，必要に

応じた指標の見直しや目標値の時点修正を行う。   

  ウ  行革プラ ン  

市 政 経 営 の ２ つ の 基 本 的 な 考 え 方 で あ る 「 参 加 と 協 働 の ま ち づ く

り」と「持続可能な市政経営」を踏まえ，基本構想に掲げた３つの基

本 的 な 姿 勢 を 柱 と し た ４ つ の 方 針 と そ れ ら に 連 な る 個 別 プ ラ ン に よ

る構成とし，各プランの取組状況や社会状況等を踏まえた時点修正を

行 う 。  

年度
平成
(西暦)

25
(2013)

27
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

31
(2019)

32
(2020)

33
(2021)

26
(2014)

30
(2018)

34
(2022)

基本構想

基本計画

市長任期

調布市基本構想（平成24年6月19日議決・策定）

前期基本計画（施策・行革プラン）

後期基本計画修正基本計画
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４  基 本 計 画 の 時 点 修 正 に お け る 検 討 体 制  

(1 )  検 討 体 制   

行政経営会議をはじめとする現行の体制の下，各部との意見交換等に

よる 議論 を実 施す ると とも に， 総合 計画 策定 推進 委員 ※ から の助 言を い

ただきながら計画の修正に取り組む。  

 (2 )  行 政 評 価  

PDCA マ ネ ジ メ ン ト サ イ ク ルの 活 用 に より，行政評価・行革プラン進

行管理と連動した施策・事業の見直しを行う。  

(3 )  市 民 参 加  

修正の内容に応じて，タウンミーティングやパブリック・コメント手

続，市民意識調査など，適切な市民参加手法を実践する。   

(4 )   個別計画との 整合   

既 存 あ る い は 策 定 中 の 個 別 計 画 の 基 本 的 な 方 向 や 主 な 取 組 内 容 や ，

国・東京都等が策定した市域を包含する広域的な計画と，基本計画の整

合性を確保しながら，施策 ・事 業 の 整 理 を 行 う。   

 

※  調 布 市 総 合 計 画 策 定 推 進 委 員  

  基 本 構 想 ・ 基 本 計 画 等 の 策 定 ・ 推 進 に 関 し て 助 言 を 受 け る た め に 設 置 す る 専 門 委 員  

（ 定 員 1 0 人 以 内 に 対 し ， 平 成 2６ 年 ４ 月 現 在 で ７ 人 に 委 嘱 ）  

 

５  基 本 計 画 の 時 点 修 正 の ス ケ ジ ュ ー ル （ イ メ ー ジ ）  

平 成 2 6 年 度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

基
本
計
画

行
政
評
価

参
加
と
協
働

基本計画修正方針
策定・公表

行政評価の実施
施策評価
報告会

行政評価と連動した課題整理

市長の任期と連動した
基本的取組等の整理

修正基本計画
検討案

修正基本計画
素案の作成・公表

修正基本計画
取りまとめ

修正素案の調整・取りまとめ 修正案取りまとめ・策定

財政フレーム
時点修正

予算編成

修正基本計画推進に向けた
組織体制の検討

修正内容に応じた市民参加の検討・実践（タウンミーティング，市民意識調査，パブリック・コメントなど）

修正基本計画
策定

 

※現在の想定ですので，今後変更となることがあります。  

 

 


